
○岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例施行規則 

平成１３年９月２８日 

市規則第２１３号 

改正 平成１６年１２月１日市規則第１７１号 

平成２５年１２月２６日市規則第２７６号 

平成３１年３月２９日市規則第６５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例（平成１３年市

条例第３４号。以下「条例」という。）の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は，条例で使用する用語の例による。 

（基本計画策定に当たっての措置） 

第３条 市長は，条例第９条第３項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定

により，基本計画の策定に当たって市民，自治組織及び事業者の意見を反映させるため，

あらかじめ次の各号に掲げる措置をとるものとする。 

（１） ワークショップ等（市民，自治組織及び事業者が意見を出し合い，共に考える

場をいう。以下同じ。）の開催 

（２） パブリックコメント手続（岡山市パブリックコメント手続実施要綱（平成２２

年市告示第４１号）第２条第１号に規定する手続をいう。以下同じ。） 

２ 前項各号の措置は，基本計画の策定に当たって行うほか，男女共同参画社会の形成の

促進に関して政策の立案等を行うに当たり行うことができる。 

（ワークショップ等の開催） 

第４条 市長は，ワークショップ等を開催しようとするときは，市民，自治組織及び事業

者に対し，市のホームページへの掲載，窓口配布その他広く周知を図ることができる方

法によって，情報を提供するものとする。 

２ 市長は，前項の場合において，基本計画等の案その他市民の理解に資する資料を作成

し，これを公表するものとする。 

３ ワークショップ等において意見を陳述することができる者は，市民，自治組織又は本



市の区域内に事業所を有する事業者その他市長が適当と認める者とする。 

４ 市長は，男女共同参画専門委員会（以下「専門委員会」という。）の委員に対し，当

該ワークショップ等への出席を求めることができる。 

（ワークショップ等の開催結果の公表） 

第５条 市長は，ワークショップ等を開催したときは，当該ワークショップ等の結果を取

りまとめ，意見に対する市の考え方を付して，これを公表するものとする。 

（事業者の表彰の実施等） 

第６条 条例第１６条の事業者の表彰は，条例第１７条第１項の男女共同参画推進週間に

おいて実施するものとする。 

２ 前項の表彰を受けることができる者は，本市の区域内に事業所を有する事業者とする。 

３ 前２項の場合において，市は，あらかじめ市民もしくは経済団体からの推薦又は表彰

を受けようとする事業者からの申出を求めるものとする。 

（男女共同参画推進週間の期間等） 

第７条 条例第１７条第１項の男女共同参画推進週間は，６月２１日から６月２７日まで

の１週間とする。 

２ 市は，男女共同参画推進週間において，国の男女共同参画週間で実施される各種行事

と連動して，その趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。 

（苦情の申出） 

第８条 条例第２０条第１項の苦情の申出（以下「苦情の申出」という。）は，次に掲げ

る事項を記載した書面を市長に提出して行わなければならない。 

（１） 申出を行う者の氏名（法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名） 

（２） 申出を行う者の住所（法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地） 

（３） 申出の趣旨及び理由 

（４） 前３号に掲げるもののほか，市長が別に定める事項 

２ 前項の苦情の申出ができる者は，市民，自治組織又は本市の区域内に事業所を有する

事業者とする。 

（苦情処理の決定） 

第９条 市長は，前条に定めるところにより苦情の申出があったときは，条例第２０条第



３項の規定に基づき，専門委員会への諮問を経て当該苦情の処理についての決定を行う

ものとする。 

２ 前項の場合において，市長は，専門委員会からの答申を尊重するものとする。 

（苦情処理の通知及び公表） 

第１０条 市長は，前条の規定により苦情の処理についての決定を行ったときは，その結

果を当該苦情の申出者に通知するとともに，これを公表するものとする。 

２ 前項の公表に当たっては，個人情報の保護に留意しなければならない。 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１６年市規則第１７１号） 

この規則は，平成１６年１２月２日から施行する。 

附 則（平成２５年市規則第２７６号） 

この規則は，平成２６年１月３日から施行する。 

附 則（平成３１年市規則第６５号） 

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。 


